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三．不動産登記の初歩 

１．手続きの流れ 

 

   
       

 「売主Ａ様・買主Ｂ様とで○○の土地・建物の売買契約を， 

        ○月○日○時～，○○銀行○○支店で行います。」 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

          不動産業者   銀行の融資担当者 

 

 

 

 

 

 

 

                 司法書士 

  

 

 

 

         権利に関する登記の申請を業として行うことができるのは 

         弁護士か司法書士のみ（独占業務） 

         ※ 不動産登記申請における司法書士の関与率：90％以上  

          （日本司法書士会連合会事業報告より） 

 

 

不動産仲介業者などから依頼 

必要書類を入手 

登記事項証明書，図面，売買契約書等 

事前調査・当事者とのやりとり 

① 対象物件の確認，登記上抹消しておく権利の有無， 

ローン・担保の設定等の有無・・・等の事前調査 

② 売主・買主とのやりとり 

 権利証（登記識別情報），印鑑証明書，住民票の写し等， 

必要書類の確認 

決済（契約）当日 

登記申請 

売
主
Ａ 

 

売主・買主への意思確認，必要書類への記名・押印・受領， 

銀行への融資実行ＯＫの指示，登録免許税・報酬の受領…等 

登記完了・登記識別情報等の連絡 

買
主
Ｂ   
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２．登記記録の構成：一不動産一登記記録 

（１）表題部： 不動産の物理的状況に関する登記 

 

（２）権利部： 不動産の権利関係に関する登記 

      甲区：所有権に関する事項 

      乙区：所有権以外の権利に関する事項 

 

● 土地の登記記録例 

 

表題部（土地の表示） 調整 （略） 不動産番号 123456789123 

地図番号 （略） 筆界特定 （略） 

所在 東京都品川区八潮一丁目  

①地番 ②地目 ③地積   ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕 

２番３ 宅地      532 43 令和３年１月31日公有水面埋立 

〔令和３年３月７日〕 

所有者 東京都千代田区神田三崎町一丁目１番１号 山中五郎 

 

権利部（甲区）  （所有権に関する事項） 

順位番号 登記の目的  受付年月日・受付番号  権利者その他の事項 

１ 所有権保存 令和３年４月１日 

第1234号 

所有者 東京都千代田区神田三崎町 

一丁目１番１号  山中五郎 

２ 所有権移転 令和６年３月31日 

第2345号 

原因 令和６年３月31日売買 

所有者 東京都港区田町二丁目２番 

２号 小川一郎 

        

権利部（乙区）  （所有権以外の権利に関する事項） 

順位番号 登記の目的  受付年月日・受付番号  権利者その他の事項 

１ 抵当権設定 令和６年３月31日 

第2346号 

 

原因 令和６年３月31日金銭消費貸借 

同日設定 

債権額 金1,000万円 

利 息 年３％ 

損害金 年10％ 

債務者 東京都港区田町二丁目２番 

２号 小川一郎 

抵当権者 東京都中央区銀座三丁目３番

３号 佐藤五郎 

 

 

＊土地の単位：「一筆」 
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３．登記の申請： 共同申請 

 

  登記権利者：登記上形式的に直接利益を受ける者（Ex.買主，抵当権者） 

 

    登記義務者：登記上形式的に不利益を受ける者（Ex.売主，抵当権設定者） 

 

 

 ＜事案＞ 

Ａ所有の土地をＢに売却。Ｂは土地購入資金としてＣ銀行から金3,000万円を借り受けた。 

  ＢはＣ銀行への貸金債務を担保するため，当該土地に抵当権を設定した。 

 

  ● 実体上の契約 

  ① 土地の売買契約                           Ｃ銀行 

売主：Ａ       買主：Ｂ 

                                       

  ② 金銭消費貸借契約                        ③   ②         

   債権者：Ｃ銀行    債務者：Ｂ                           

                                  

③ 抵当権設定契約 

   抵当権者：Ｃ銀行   設定者：Ｂ                                    

                          Ａ        Ｂ    Ｂ        

                           

 

  ● 必要となる登記（物権変動は上記①と③） 

 

 ＜所有権移転登記＞ 

  所有権がＡ→Ｂに移転したことを登記記録に記録 

 

  登記権利者Ｂと登記義務者Ａが申請人となる 

 

     司法書士Ｘ（代理人） 

 

 

 ＜抵当権設定登記＞ 

  Ｂ所有の土地にＣ銀行の抵当権が設定されたことを登記記録に記録 

 

  登記権利者Ｃ銀行と登記義務者Ｂが申請人となる 

 

        司法書士Ｘ（代理人） 

 ① 
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